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「指定地域密着型介護老人福祉施設」 

重要事項説明書 

 

地域密着型特別養護老人ホームみなとの憩 

 

 

 

 

 

 

当施設は、契約者との契約後、ご利用者に対して「地域密着型介護老人福祉施設サービ

ス」を提供します。施設の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたい

ことを次の通り説明します。  

 

 

◇◆目次◆◇  

 

１．運営の方針 

２．地域密着型特別養護老人ホーム みなと憩の概要  

３．サービス内容  

４．利用料金 

５．入退居の手続き 

６．当施設のサービスの特徴等  

７．緊急時の対応方法  

８．非常災害対策  

９．サービス内容に関する相談・苦情  

10．協力医療機関  

11．事故発生時の対応  

12．秘密保持 

13．身体拘束について 

14．当法人及び当事業所の概要  

15．第三者による評価の実施状況  

当施設は介護保険の指定を受けています。  

（ 第 ２３９１１００３１６ 号） 
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指定地域密着型介護老人福祉施設重要事項説明書 

 

＜  令和 ７年 ６月 １日 現在 ＞ 

１  運営の方針 

入居者一人一人の意思及び人格を尊重し、施設サービス計画に基づき、その居宅における

生活への復帰を念頭において、入居前の居宅における生活と入居後の生活が連続したものと

なるよう配慮しながら、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常

生活を営むことを支援することをめざすものとする。 

地域や家庭との結びつきを重視した運営を行い、市町村、居宅介護支援事業者、居宅サー

ビス事業者、他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者と

の密接な連携に努めるものとする。 

２  地域密着型特別養護老人ホームみなと憩の概要 

 

（１） 提供できるサービスの種類  

施設名称 
社会福祉法人フロンティア  

地域密着型特別養護老人ホームみなとの憩 

所在地 名古屋市港区名港 1 丁目６番１号 

介護保険指定番号 地域密着型介護老人福祉施設 （ 名古屋市 23９1100316 号） 

 

（２） 同施設の職員体制 （兼務の場合あり） 

管理者（施設長） １名（同一建物内グループホームみなとの憩管理者と兼務）  

理事長の命を受け、施設の業務を統括し、職員を指導監督する。 

医師           １名以上 

               入居者の診療・健康管理及び保健衛生指導をする。 

生活相談員     １名以上 

              入退所における面接手続き事務等と入居者の処遇に関すること、苦情や相談

等に関することをする。 

介護支援専門員 １名以上 

           入居者の要介護申請や調査に関すること、サービス計画の作成等、入居者やそ

の家族の苦情や相談に関すること、他のサービス事業者や支援事業者との折衝、

地域住民への相談業務などをする。 

介護職員     看護職員と合算して、利用者の数が 3 又はその端数を増すごとに 1 名以上 

           入居者の日常生活の介護・相談及び援助をする。 

看護職員     1 名以上 （内 1 名は機能訓練指導員を兼務） 

           入居者の診療の補助及び看護並びに入居者の保健衛生管理をする。 

管理栄養士    １名以上 

          栄養ケア・マネジメント計画の作成等、献立作成・栄養計算等を行い、調理員を

指導して給食管理をする。 

機能訓練指導員 １名以上（看護職員と兼務）  

              入居者の機能訓練に関することと、それに伴う介護職員への指導などをする。 
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（３） 同施設の設備の概要 

定員 
２９名    

（９名、１０名、１０名の３ユニット） 

トイレ １２か所 

共同生活室 ３室 

居室 ２９室    （１室 10.68 ㎡以上） 医務室 １室 

浴室 個浴型介助浴槽（１）、昇降式介

護浴槽 (１ )、  車いす入浴浴槽

（１）、浴室用ストレッチャー（１）  

相談室 １室 

事務室 １室 

 

３ サービス内容 

 

① 施設サービス計画の立案  

② 食事 

入居者の自立支援を促すため、可能な限り共同生活室にて食事をとっていただくよ

う支援を行います。 

③ 入浴 

入居者の身体の清潔を保持し、精神的に快適な生活を営むことができるよう、お一

人お一人の状態に合わせて入浴の機会を提供します。入浴ができない場合は清拭等

を行い、清潔の保持に努めます。 

④ 排泄 

入居者お一人お一人の排泄リズムを把握し、入居者に適した排泄の支援をおこな

います。 

⑤ 機能訓練 

入居者の心身の状況に応じて、日常生活を送るのに必要な機能の維持及び回復

のための訓練をおこないます。 

⑥ 生活相談 

     入居者やその家族に対し、相談に適切に応じるとともに、必要な助言やその他の援

助をおこないます。 

⑦ 健康管理 

     医師及び看護職員は、常に入居者の健康の状況に注意するとともに必要に応じて

健康保持のための適切な措置をとります。 

⑧ 特別食の提供 

     入居者の希望により特別な食事の提供を行った場合は実費をご負担いただきます。 

⑨ 理美容サービス 

     月に１回、理美容師の出張による理髪サービスをご利用いただけます。その際実費

をご負担いただきます。 

⑩ 行政手続代行 

     入居者が日常生活を営む上で必要な行政機関に対する手続きについて、本人又

は家族が行うことが困難である場合は、入居者の同意を得て代わりに行います。 

 

⑪ 日常費用支払代行 
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     日常生活に要する費用のうち、入居者から受け取ることが認められる費用の支払い

代行を行うことがあります。 

⑫ クラブ活動など 

          お一人お一人の趣味、教養又は娯楽にかかる活動の機会を提供します。クラブ活

動など入居者が自律的に行う活動を支援します。原材料費等かかった費用は実費を

ご負担いただきます。 

 

４ 利用料金  

 

（１） 法定料金 

原則として介護保険料の１割、２割、又は３割が利用者負担になります。（介護保険法

の改訂により変更となる場合があります）  

利用者負担額減免を受けている場合は、減免率に応じた負担額となります。 

加算については、利用者ごとに異なります。 

 

要介護度 基本単位数 

＜１割負担の方＞ 

１日あたりの 

自己負担額(円) 

＜２割負担の方＞ 

１日あたりの 

自己負担額(円) 

＜３割負担の方＞ 

１日あたりの 

自己負担額(円 

要介護１ ６８２ ７２９ １，４５７ ２，１８６ 

要介護２ ７５３ ８０５ １，６０９ ２，４１３ 

要介護３ ８２８ ８８５ １，７６９ ２，６５３ 

要介護４ ９０１ ９６３ １， ９２５     ２，８８７ 

要介護５ ９７１ １，０３７ ２，０７４ ３，１１１ 

(３級地のため、１単位１０．６８円) 
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※地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 介護給付サービス加算 

 

 

 

項目名 単位数 項目名 単位数 

看護体制加算Ⅰ1 １２／日 看護体制加算Ⅰ2  ４／日 

看護体制加算Ⅱ1 ２３／日 看護体制加算Ⅱ2  ８／日 

夜勤職員配置加算Ⅰ1 ４１／日 夜勤職員配置加算Ⅰ2 １３／日 

夜勤職員配置加算Ⅱ１   ４６／日 夜勤職員配置加算Ⅱ2 １８／日 

夜勤職員配置加算Ⅲ1 ５６／日 夜勤職員配置加算Ⅲ2 １６／日 

夜勤職員配置加算Ⅳ1 ６１／日 夜勤職員配置加算Ⅳ 61／日 

生活機能向上連携加算 ２００／月 生活機能向上連携加算 200／日 

個別機能訓練加算 １２／日 若年性認知症入所者受入加算  １２０／日 

常勤医配置加算   ２５／日 精神科医療養指導加算 ５／日 

障害者生活支援体制加算Ⅰ ２６／日 障害者生活支援体制Ⅱ ４１／日 

外泊時費用   ２４６／日 外泊時在宅サービス利用費用  ５６０／日 

初期加算   ３０／日 再入所時栄養連携加算 ４００／1 回 

退所前訪問相談援助加算  ４６０／日 退所後問相談援助加算 ４６０／日 

退所時問相談援助加算  ４００／日 退所前連携加算 ５００／日 

栄養マネジメント加算   １４／日 低栄養リスク管理加算 ３００／月 

経口移行加算   ２８／日 経口維持加算Ⅰ ４００／月 

経口維持加算Ⅱ  １００／月 口腔衛生管理体制加算 ３０／日 

口腔衛生管理加算   ９０／月 療養食加算 ６／１回 

配置医師緊急時対応加算１   ６５０／１回 配置医師緊急時対応加算２  １３００／日 

看取り介護加算Ⅰ１   １４４／日 看取り介護加算Ⅰ２ ６８０／日 

看取り介護加算Ⅰ３  １２８０／日 看取り介護加算Ⅱ１ １４４／日 

看取り介護加算Ⅱ２   ７８０／日 看取り介護加算Ⅱ３ １５８０／日 

在宅復帰支援機能加算   １０／日 在宅・入所相互利用 ４０／日 

小規模拠点集合型施設加算    ５０／日 認知症チームケア推進加算Ⅰ １５０／月 

認知症専門ケア加算Ⅱ    ４／日 認知症行動・心理症状緊急対応加算  ２００／日 

高齢者施設等感染対策向上

加算１ 
１０／日 

科学的介護推進体制加算   ５０／日 

生活向上推進体制加算Ⅱ １０／日  

褥瘡マネジメント加算   １０／月 排せつ支援加算 １００／月 

サービス提供体制加算Ⅰ１   １８／日 サービス提供体制加算Ⅰ２ １２／日 

サービス提供体制加算Ⅱ１   ６／日 サービス提供体制加算Ⅱ２ ６／日 

介護職員処遇改善加算Ⅰ 介護給付費サービスの合計単位数× １４．０％／月が加算されます。 

介護職員処遇改善加算Ⅱ 介護給付費サービスの合計単位数×１３．６％／月が加算されます。 

介護職員処遇改善加算Ⅲ 介護給付費サービスの合計単位数×１１．３％／月が加算されます。 

介護職員処遇改善加算Ⅳ Ⅲで算定した単位数９０％／月が加算されます。 

介護職員処遇改善加算Ⅴ Ⅳで算定した単位数８０％／月が加算されます。 



6 

 

（２）食費・居住費の負担額（1 日あたり） 

※第１～３段階は資産要件あり。 

 

（３） 所定料金 

①入居者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用   実費 

②クラブ活動  

ご入居者の希望によりクラブ活動などに参加していただくことができます。 

材料代等：実費  

③理髪サービス  

月に１回、理容師の出張による理髪サービス(調髪、顔剃)をご利用いただけます。  

利用料金：実費  

④電気製品個別使用料  

入居者の希望により、電気製品をお持ち込ご使用いただけます。電気使用量の実費をご負

担いただきます。その他の電気製品は、ご相談下さい。 

  利用料金：月１，０００円 

⑤洗濯代 

  入居者の都合による通常の洗濯以外のクリーニング代  実費 

⑥複写物の交付  

入居者は、サービス提供についての記録をいつでも閲覧できますが、複写物を必要とする場

合には実費をご負担いただきます。1 枚につき５０円。  

⑦日常生活上必要となる諸費用実費   

日常生活品の購入代金等ご契約者の日常生活に要する費用でご契約者に負担いただくこ

とが適当であるものにかかる費用を負担いただきます。また、入居者の自由な選択による日

常生活品の購入代金は実費をご負担いただきます。おむつ代は介護保険給付対象となって

いますのでご負担の必要はありません。  

⑧別紙契約書 7 条に定める所定の料金  

入居者が、契約終了後も居室を明け渡さない場合等に、本来の契約終了日から現実に居

室が明け渡された日までの期間に係る１日あたりの料金は契約終了時の居室の額とします。 

（４） 支払方法 

利用者負担段階と対象者（所得要件） 食費 居住費 

第１段階 
生活保護を受けている方・老齢福祉年金

受給者で、世帯全員が住民税非課税の方  
３ ０ ０円 ８８０円 

第２段階 

世帯全員が住民税非課税の方で、本人の

公的年金等の収入金額と合計所得金額が

８０万円以下の方 

３９０円 ８８０円 

第３段階 

① 

世帯全員が住民税非課税の方で、第 2 段

階に該当しない方（年金収入 80 万～120

万以下） 

６５０円 １，３７０円 

第３段階 

② 

世帯全員が住民税非課税の方で、第 2 段

階に該当しない方（年金収入 120 万超） 
１，３６０円 １，３７０円 

第４段階 上記以外の方 １，４４５円 ２，０６６円 
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毎月、２０日頃に前月分の請求書を送付します。翌月６日に口座自動引落できるよう入金を

お願いします。お支払いが確認できましたら、領収証を発行します。 

 

５ 入退居の手続き 

 

（１）入居手続き 

まずは、入居申込書をご記入の上お申し込みください。内容を確認後、名古屋市の入所指針

に基づき検討委員会で入所の検討をし、その結果に基づいて必要な手続きを行います。 

入居と同時に契約を結び、サービスの提供を開始します。 

※居宅サービス計画の作成を依頼している場合は、事前に介護支援専門員とご相談ください。 

 

（２）退居手続き 

① 入居者のご都合で退居される場合 

退居を希望する日の３０日前までにお申し出下さい。 

 

② 自動終了 

以下の場合は、双方の通知がなくても、自動的にサービスを終了いたします。 

・ 入居者が他の介護保険施設に入所した場合  

・ 介護保険給付でサービスを受けていたお客様の要介護認定区分が、非該当（自立）、

要支援、要介護１、又は要介護２と認定された場合 

※ この場合、所定の期間の経過をもって退去していただくことになります。 

・ 入居者がお亡くなりになった場合若しくは被保険者資格を喪失した場合  

 

③ その他 

・ 入居者が、サービス利用料金の支払を２ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう催告したに

もかかわらず７日以内に支払わない場合、またはお客様やご家族などが当施設や当

施設の従業者に対して本契約を継続し難いほどの背信行為を行った場合は、退去し

いただく場合がございます。この場合、契約終了３０日前までに文書で通知いたしま

す。 

・ 入居者が病院または診療所に入院し、明らかに３ヶ月以内に退院できる見込がない場

合または入院後３ヶ月経過しても退院できないことが明らかになった場合、文書で通知

のうえ、契約を終了させていただく場合がございます。尚、この場合、退院後に再度入

居を希望される場合は、お申し出下さい。 

・ やむを得ない事情により、当施設を閉鎖または縮小する場合、契約を終了し、退去し

ていただく場合がございます。この場合契約終了３０日前までに文書で通知いたします 

 

６ 当施設のサービスの特徴等  

 施設利用に当たっての留意事項  

当施設のご利用に当たって、入居者の共同生活の場としての快適性、安全性を守るため

下記の事項をお守りください。  

①持込みの制限  
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入居にあたり、ペット、危険物は持ち込むことができません。  

②面会  

（予約制） 面会時間  １０時～１７時   

③外出・外泊・入院 

外出、外泊をされる場合は、事前にお申し出下さい。 なお、外泊・入院期間中は 1 日

につき居住費として、外泊時費用 2,066 円をご負担いただきます。 

④食事のキャンセル 

        食事のキャンセルは一週間前の１５時までにご連絡ください。 

        一週間前の１５時を過ぎた場合は、費用をご負担いただきます。 

⑤食べ物の持ち込みについて 

        入居者の健康管理上、基本的にはご遠慮ください。ご希望される場合は事前に施設

職員にご相談ください。 

⑥喫煙について 

        指定場所にてお願いします。 

 

７ 緊急時の対応方法 

入居者に容体の変化等があった場合は、医師に連絡する等必要な処置を講ずるほか、ご

家族の方に速やかに連絡いたします。 

 

８ 非常災害対策 

非常時の対応 

・消防計画に基づき対応します。 

・火災及び地震の発生時のために非常災害要員を定め、組織を編成し任務の遂行にあた

ります。 

消 防 訓 練 

・防火教育及び消火・通報・避難訓練を年２回（内 1 回は夜間想定）実施します。 

設 備 

消 火 スプリンクラー設備  消火器 

警 報 自動火災報知機設備 非常警報設備 

避 難 避難誘導灯  

防火管理者      末良 幸彦 

 

９ サービス内容に関する相談・苦情  

① 当施設ご利用者相談・苦情受付担当者  

          相談員       新海 滝大             電話  ０５２－６５１－６６６０  

②  当施設ご利用者相談・苦情責任者  

  施設長        末良 幸彦                電話  ０５２－６５１－６６６０  

          第三者委員    吉田 良平             電話  ０５２－９６２－２２２２ 

③ 当施設以外に、区市町村の相談・苦情窓口等でも受け付けています。 

名古屋市健康福祉局高齢福祉部介護保険課   電話  ０５２－９７２－２５９２  

愛知県国民健康保険団体連合会           電話  ０５２－９７１－４１６５  
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１0 協力医療機関 

        伊藤クリニック  住所 名古屋市千種区内山 3-31-18 Ｔ－スクエア 2Ｆ 

                   電話 ０５２－７４５－３１０２                                    

        神谷歯科医院  住所 名古屋市天白区原５丁目１３１０番地  

                   電話 ０５２－８０４－１６１６  

 

11 事故発生時の対応 

        施設サービスの提供により事故が発生した場合には、速やかに名古屋市、入居者の

家族等に連絡をするとともに、必要な措置を講じます。 

        施設サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに賠償をするこ

ととします。 

 

１２ 秘密保持 

        施設の職員は、正当な理由なく業務上知りえた入居者またはその家族の秘密保持を

厳守します。 

 

１３ 身体拘束について 

        他の入居者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体

拘束等は行いません。 

 

１４ 当法人及び当事業所の概要  

名称・法人種別                 社会福祉法人フロンティア 

代表者役職・氏名               理事長  原口 秀樹 

本部所在地・電話番号           名古屋市天白区表山二丁目 312 番地 

                       電話  ０５２－８６１－２８００   

定款の目的に定めた事業         第１種社会福祉事業 

施設・拠点等              特別養護老人ホーム        2 ヵ所 

                       グループホーム            １か所 

１５ 第三者による評価の実施状況  

 

第三者による評価の

実施状況 

1 あり 実施日  

評価機関名称  

結果の開示 1 あり    2 なし 

２ なし   

 

附則 

この規定は、令和３年４月１日から施行する 

この規定は、令和３年８月１日から施行する 

この規定は、令和４年８月１日から施行する 

この規定は、令和６年５月１日から施行する 
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この規定は、令和６年８月１日から施行する 

この規定は、令和６年１２月２０日から施行する 

この規定は、令和７年６月１日から施行する 

 

 

 

令和    年    月     日 

 

地域密着型介護老人福祉施設入居にあたり、利用者に対して契約書および本書面に

基づいて重要な事項を説明しました。 

 

  

事業者 

所在地 名古屋市港区名港一丁目６番１号  

名称   社会福祉法人フロンティア  

地域密着型特別養護老人ホーム  

                 みなとの憩  

理事長  原口 秀樹       印 

 

説明者    末良 幸彦        印 

 

 

私は、契約書および本書面により、事業者から介護老人福祉施設についての重要  

事項の説明を受けました。 

 

利用者      

住所   

 

氏名                          印 

                                   

 

（代理人）    

続柄 

氏名                              印 

 

 

 


